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大東市
政策推進部　秘書広報課
令和7年1月
１　目的
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]　大東市の魅力を広く市民に伝えるために、市の情報をわかりやすく表現するとともに、幅広い年齢層が興味を持つことができる広報誌を効率的に発行し、かつ、市民が必要とする市政情報を適切に提供するにあたり、デザイン、レイアウト、編集、印刷等を行う事業者を選定するものとする。

２　業務の概要
（１）業務の名称
　　広報「だいとう」作成業務
（２）契約期間
　契約締結日から令和10年3月31日まで
　（令和7年5月号～令和10年4月号）
（３）業務の内容
　①発行予定部数　　55，700部
　②発行予定回数　　36回（毎月1日発行）
　③規　　　　格　　Ａ4判冊子型（28ページ、32ページ、36ページ、40ページ）
　④仕　　　　様　　別添、令和7年度広報「だいとう」仕様書のとおり

３　提案限度額（1年間の金額）
39,457,432円（消費税および地方消費税を含む。）

４　募集方法
　公募型プロポーザル方式

５　参加資格
本業務の参加資格を有する者は、次のすべての要件を満たしているものとする。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9]（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定するものでないこと。
（２）会社更生法、民事再生法等の規定に基づき、更生または再生手続きを開始してい	 ないこと。
（３）国税および地方税を滞納していないこと。
（４）大東市暴力団排除条例第７条各号に該当しないこと。

６　日程
（1） [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]募集要項等の公表：令和7年1月8日（水）～2月4日（火）
（2） 質問書の受付：令和7年1月8日（水）～1月20日（月）
（3） [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]質問書に対する回答の公表：令和7年1月22日（水）～2月12日（水）
（4） [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]参加資格審査申請書の提出期限：令和7年1月28日（火）
※大東市入札参加有資格者名簿に登録されていない場合、要提出
（5） 参加資格審査結果通知：令和7年1月31日（木）
（6） 企画提案書等の受付：令和7年2月12日（水）17時30分まで
（7） プレゼンテーション審査：令和7年2月18日（火）13時～
（8） 候補者選定通知：令和7年2月下旬（予定）
（9） 契約締結日：選定後、速やかに
　　　
７　応募方法
（１）提出書類
②～⑥は正本に事業者名を入れ押印をする。審査の公平性を図るため、副本は事業者名や事業者が特定できる表記、押印を伏せて作成すること。
	
	提出書類名
	提出部数等
	様式

	①
	参加表明書兼誓約書
	正本１部、副本７部
	様式１

	②
	見積書
	正本１部、副本７部
	様式２

	③
	会社概要および実績表
	正本１部、副本７部
※併せて実績表に記載した広報誌の実物を提出する。
	様式３

	④
	編集統括責任者および担当者一覧
	正本１部、副本７部
	様式４

	⑤
	企画提案書
	正本１部、副本７部
※内容は、「広報「だいとう」企画提案について」を参照
	任意様式
Ａ４判

	⑥
	企画提案作品
	正本１部、副本７部
※内容は、「広報「だいとう」企画提案について」を参照
	任意様式
Ａ４判


（２）提出先
　〒５７４－８５５５　大東市谷川１－１－１　大東市役所秘書広報課
秘書広報課広報担当メールアドレス　kohokocho@city.daito.lg.jp
（３）提出方法
[bookmark: _GoBack]　　上記「（１）提出書類」の①～⑥を順に紐またはファイルに綴り、大東市政策推進部秘書広報課に持参または書留郵便（当日消印有効）により提出すること。（郵送の場合は、封筒の表に朱書きで「企画提案書等在中」と記載）さらに電子メールにより電子データでも提出すること。
（４）その他
　①　提出書類の作成、提出およびプレゼンテーション等に係る経費は、応募者の負担とする。
　②　提案書の提出は、１者につき１案のみとする。
③　提出後に応募者からの書類の差替えや修正、追加等は認めない。
　④　提出書類は返却しない。
　⑤　提出された書類は、公文書として取り扱い、情報公開請求があった場合は、大東市情報公開条例に基づき公開する。

[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK10]８　参加資格審査申請書の提出方法
※大東市入札参加有資格者名簿（物品・委託）に登録されていない事業者のみ提出すること。登録の有無は大東市ホームページより確認すること。
https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/10/2547.html
　（１）提出書類及び提出方法
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]　　参加資格審査申請書提出要領を参照
　（２）参加資格審査及び結果通知
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]　　参加資格審査申請書を提出した事業者については、参加資格要件を審査の上、その結果を令和 7年 1 月 31 日(金)までに電子メールにて通知する。

９　質問書の提出方法
・電子メールに任意様式で添付して1月20日（月）までに「秘書広報課広報広聴グループ」へ提出すること。電子メール以外での質問には回答しません。
・電子メールの表題は「プロポーザルに関する質問（事業者名）」とすること。
・「質問書」の送信は1事業者につき1回とする。
・回答は1月23日（木）からホームページ上で公開する。
※秘書広報課広報担当メールアドレス　kohokocho@city.daito.lg.jp

１０　選定方法
[bookmark: _Hlk92357936]　提出書類およびプレゼンテーションの内容について、広報「だいとう」作成業務委託業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、各委員の評価点の合計が最も高い事業者を選定し、本業務の優先交渉権者とする。なお、最高得点に同数が出た場合は、見積金額のより低い提案者を選定する。応募者が１者の場合でも審査を行い、その際の選定条件は評価点の合計の７５％以上を獲得していることとする。
　選定委員会の会長は政策推進部長とし、委員は秘書広報課長、都市魅力観光課長、外部有識者２名で構成する。
（１）プレゼンテーション審査
　①　実施日および会場
令和7年2月18日（火）午後1時～　大東市役所行政会議室
※時間は各事業者に別途通知する。
　②　時間等
　　　各事業者20分以内のプレゼンテーションの後、質疑応答を20分程度行う。
　　　各事業者の出席者は最大３名までとする。
　③　内容
　　　各事業者は、プレゼンテーションで評価項目について説明してください。
[bookmark: _Hlk92281564]なお、プレゼンテーションの内容を改めて確認するため、発表された内容について、別途書面での提出や確認を求める場合があります。






（２）評価項目
	[bookmark: _Hlk92206934]
	評価項目
	評価観点
	配点

	１
	提案内容
（６５点）
	業務の主旨や目的を正しく理解し、企画意図、特徴、コンセプト等が優れたものであるか
	１０点

	
	
	提案された表紙のデザインは、思わず読みたくなるような洗練された見やすい構成となっているか
	１５点

	
	
	提案された特集記事は、斬新なデザイン、レイアウト、配色で市民の興味、関心を惹きつけるような工夫がされているか
	２０点

	
	
	広報「だいとう」への新たな案は、見やすい構成で読者をひきつける提案となっているか
	１０点

	
	
	提案された記事は誤字脱字がなく、適切な表現方法を用いた内容となっているか
	５点

	
	
	プレゼンテーションは、本業務について内容を熟知し、本市への提案意欲があるか
	５点

	２
	実施体制
（２０点）
	責任者、役割分担等が具体的に示され、市の要請に応じて即時の対応ができる体制や、業務を遂行するのに適切な管理体制がとれているか
	１０点

	
	
	写真撮影や簡易な漫画などの作成や、住所や曜日、地名、データ類などの事実確認において市を補助する体制があるか
	１０点

	３
	見積額
（１５点）
	コスト配分には、効率よく、効果を発揮できる妥当性があるか
	１５点


（３）失格事項
　次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
1 　提出期限を過ぎて書類の提出があった場合
2 　提出書類に虚偽の記載があった場合
3 　見積額が予算限度額を超えている場合
4 　プレゼンテーションに欠席や、虚偽と判断される内容を発表した場合
5 　審査の公平性に影響を与える行為があった場合
6 　選考期間中及び契約締結前に、指名停止、不正行為、虚偽の申請が認められた場合
　⑦　①～⑥に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合
（４）結果の公表
　審査結果はすべての参加事業者に通知するとともに、令和7年2月下旬に市のホームページで公表を予定。

１１　契約
　選定委員会で選定した優先交渉権者と、業務内容等について協議、合意した後、業務委託契約を締結する。ただし、優先交渉権者と契約に至らなかった場合は、次点事業者と協議を行うものとする。

１２　問い合せ先
　〒５７４－８５５５　大東市谷川１－１－１
　大東市政策推進部秘書広報課（担当：杖尻・中村）
ＴＥＬ　０７２－８７０－０４０３
　Ｅ-mail　kohokocho@city.daito.lg.jp
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